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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月1日(2015.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　触媒プロセスのための１つ以上のモジュール式反応装置パネル（１、２９）、および前
記パネル（１、２９）を収容する筐体（４７）を備えた反応装置（４５）であって、
　前記パネル（１、２９）それぞれが、供給物ヘッダ（５）、生成物ヘッダ（７）、およ
び互いに隣接する通路（３）を備え、
　各通路（３）が、入口端から出口端まで延在する長さを有し、前記入口端が前記供給物
ヘッダ（５）に開いて直接接続されており、前記出口端が前記生成物ヘッダ（７）に開い
て直接接続されており、
　前記供給物ヘッダ（５）が、供給物ライン（５１）への接続部を少なくとも１つ有し、
　前記生成物ヘッダ（７）が、生成物ライン（５５）への接続部を少なくとも１つ有し、
　前記供給物ヘッダ（５）と前記生成物ヘッダ（７）の内の少なくとも一方が取り外しで
き、前記通路の端へのアクセスができるようになっており、
　前記パネル（１、２９）それぞれは、前記供給物ヘッダ（５）および前記生成物ヘッダ
（７）が前記通路（３）によってのみ保持されるように構成されている自立性モジュール
であり、
　前記反応装置（４５）が、さらに、前記供給物ライン（５１）および前記生成物ライン
（５５）を備えたものであり、
　前記パネル（１、２９）が、前記供給物ライン（５１）、および前記生成物ライン（５
５）に接続されており、前記パネル（１、２９）は固定されることなく支えられているこ
とを特徴とする反応装置。
【請求項２】
　前記通路（３）が多くとも２列で配列され、各列が平らなまたは湾曲した面（３１）を
画成し、該面が実質的に平行に延在することを特徴とする請求項１記載のパネル。
【請求項３】
　前記パネル（１、２９）は矩形であり、前記通路は実質的に平行に延在することを特徴
とする請求項１または２記載のパネル。
【請求項４】
　各通路（３）の前記入口端および前記出口端の内の少なくとも一方は、スクリーン材（
１７）で終端していることを特徴とする請求項１から３いずれか１項記載の反応装置。
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【請求項５】
　各通路（３）が、その長さの少なくとも一部に亘り、該通路に隣接する他の通路に接続
されていることを特徴とする請求項１から４いずれか１項記載の反応装置。
【請求項６】
　第１対の実質的に平行な外縁および該第１対の縁を接続する第２対の外縁により境を成
す第１（３１，３３）と第２の平行板（３３，３１）から構成され、少なくとも前記第１
の板（３１，３３）が、入口端と出口端を有する通路凹部（４１）および平らな接続スト
リップ（３５）を交互に備え、前記ストリップ（３５）および凹部（４１）が前記第１対
の縁に対して垂直に延在し、前記板が、少なくとも前記第２対の外縁および前記接続スト
リップ（３５）に沿って互いに接続されて、前記第１の板（３１，３３）の前記通路凹部
（４１）および前記第２の板（３３，３１）の対向する部分を前記通路（３）に結合して
おり、前記パネルがさらに、両方とも前記第１対の縁と実質的に平行に延在する供給物ヘ
ッダ（５）および生成物ヘッダ（７）を備え、該供給物ヘッダ（５）が前記通路（３）の
入口端に接続され、前記生成物ヘッダ（７）が前記通路（３）の出口端に接続されている
ことを特徴とする請求項１から５いずれか１項記載の反応装置。
【請求項７】
　少なくとも前記第１の板（３１，３３）が、前記第１対の第１の縁に対して実質的に平
行に、該第１の縁に直接沿ってまたは第１の平らな縁ストリップによりそこから隔てられ
て延在する供給物ヘッダ凹部と、前記第１の縁と反対の前記第１対の第２の縁に対して実
質的に平行に、該第２の縁に直接沿ってまたは第２の平らな縁ストリップによりそこから
離れて延在する生成物ヘッダ凹部とを有し、前記板が、前記縁ストリップ、前記接続スト
リップで、前記外縁に沿って互いに接続されて、前記第１の板の前記供給物凹部、前記生
成物凹部および前記通路凹部を、前記第２の板（３３，３１）の対向部分と組み合わせて
、それぞれ、供給物ヘッダ（５）、生成物ヘッダ（７）および通路（３）を形成している
ことを特徴とする請求項６載の反応装置。
【請求項８】
　前記供給物ヘッダ（５）および前記生成物ヘッダ（７）の内の少なくとも一方が、別個
の部材として、前記通路（３）の対応する端部に接続されていることを特徴とする請求項
６記載の反応装置。
【請求項９】
　両方の板（３１，３３）が、前記凹部（４１）およびストリップ（３５）を鏡像位置で
有し、一方の板の前記凹部およびストリップが、他方の板の鏡像の凹部およびストリップ
に面することを特徴とする請求項６から８いずれか１項記載の反応装置。
【請求項１０】
　前記パネルに沿って加熱媒体または冷却媒体を輸送するための手段をさらに備えている
ことを特徴とする請求項１から９いずれか１項記載の反応装置。
【請求項１１】
　前記パネルの通路（３）の実質的に全てが触媒を含有することを特徴とする請求項１か
ら１０いずれか１項記載の反応装置。
【請求項１２】
　前記触媒が固定床として前記通路（３）内に存在することを特徴とする請求項１１記載
の反応装置。
【請求項１３】
　前記筐体と前記反応装置パネルの間に熱遮断手段が存在することを特徴とする請求項１
から１２いずれか１項記載の反応装置。
【請求項１４】
　請求項１から１３いずれか１項記載の反応装置を使用して、不均一触媒発熱または吸熱
反応を行う方法。
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